
募集

市の子育て支援事業をご利用ください。

地域子育て支援センターに
遊びに来ませんか

活動日 活動時間

月曜日～金曜日
9：00 ～ 11：30
13：00 ～ 16：00

土・日・祝日・年末年始はお休み

　地域子育て支援
　 センターとは

対象・利用時間

　市では、小さい子どもを育てるお父さん、

お母さんをサポートする『地域子育て支援セ

ンター』を 2 カ所、開設しています。親子で

来所して楽しく遊んだり、友達を作ったり、

また、保護者同士の交流の場としてご利用で

きます。

　各センターでは、毎月楽しい行事を行って

います。ぜひ、遊びに来てください。

　小学校就学前までの子どもと保護者なら、

だれでも無料でご利用できます。

地域子育て支援センターたんぽぽ
三福 295-1
☎ 0558-76-6006
地域子育て支援センターすみれ
四日町 234-1
☎ 055-949-0823

と　き／全 10 回（火曜日）　9：30 ～ 11：30
　　　　5 月 13 日、27 日、6 月 10 日、24 日、7 月 1 日、
　　　　7月 8日、22 日、8月 26 日、9月 9日、30 日
ところ／江間防災センター（長岡北小学校隣）
参加費／ 1組 1,000 円（材料費）
申込み方法／電話で申し込み
定員／親子 30 組（応募多数の場合は抽選）
締切／ 4月 18 日（金）

活　動 活動内容 開講式 申し込み期限 共通事項

母親クラブ

異年齢の子どもを持つさ
まざまな世代の母親が集
まり、児童館でのイベン
トに参加・協力し、親睦
を深めています。

5月 13 日（火）10：00 ～
大仁児童館

4 月 27 日（日）

◆ 活動場所
　 大仁児童館
◆ 入会金   1,000 円
◆ 活動回数
　 月 1～ 2回

＊日程が重なるこ　
　とはありません。
＊重複しての参加　
　も可。
＊申込み期限を過
　ぎても入会は可能
　です。

子育てっこサロン

子育てについて一緒に考
え、視野の広い豊かな育
児ができることを目指し
ています。親子で参加す
ることもできます。

6月 3日（火）10：00 ～
大仁児童館

幼児教育学級

未就園児と親子で参加で
きます。遊びや体操、お
やつ作りなど、会員自ら
企画して活動します。

5 月 21 日（水）10：00 ～
大仁児童館
＊入会する人は、開講式に出
席してください。欠席する人
は連絡をお願いします。

─

問 大仁児童館
☎ 0558-76-1346

　保育園で子どもを保育する経費は、保護者・国・県・市が負担することになっ

ています。そのうち保護者が負担する保育料の負担を軽減するため、市では

4 月からこれまでの保育料の一部を下の表のとおり値下げします。

児童の属する世帯区分 保育料の額（月額）
階層 定義 ３歳未満 ３歳児 ４歳以上
第１ 生活保護法等による被保護世帯 0 0 0

第２
第 1 階層および第 4 階層から
第 10 階層までを除き、前年度
分の市町村民税の課税が次の区
分に該当する世帯

非課税 4,100 円 2,800 円 2,800 円

第３ 課税あり 11,400 円 8,900 円 8,900 円

第４

第 1 階層を除き、前年分（保育
所への入所を開始する月が 1 月
から 3 月までの場合は前前年
分）の所得税課税世帯で、その
所得税の額が次の区分に該当す
る世帯

40,000 円未満 21,300 円 18,200 円 17,900 円

第５
40,000 円以上

　　72,000 円未満

27,700 円

（31,300）

23,700 円

（27,300）

22,800 円

（26,400）

第６
72,000 円以上

　　103,000 円未満

34,200 円

（37,800）

29,400 円

（33,000）

24,100 円

（27,700）

第７
103,000 円以上

　　258,000 円未満

41,100 円

（44,700）

29,400 円

（33,000）

24,100 円

（27,700）

第８
258,000 円以上

　　413,000 円未満

47,700 円

（51,300）

29,400 円

（33,000）

24,100 円

（27,700）

第９
413,000 円以上

　　568,000 円未満

55,500 円

（59,100）

29,400 円

（33,000）

24,100 円

（27,700）

第 10 568,000 円以上
60,300 円

（63,900）

29,400 円

（33,000）

24,100 円

（27,700）

※カッコ内は改正前の料金

保育園の保育料を一部値下げします。

１. この表の児童の年齢区分は、学校教育法に基づくクラス
　  編制の年齢（クラス年齢）です。
2. 第２階層と認定された世帯であっても、次の場合は保育所
　保育料を免除します。
　① 母子、父子世帯
　② 在宅障害児（者）のいる世帯
3. 同一世帯から 2人以上の児童が同時に保育所等（幼稚園、
　認定こども園、障害児通園施設等を含む）に入所している
　場合は、年齢の高い順に、２人目の保育所保育料が2分の１、
　3人目以降の保育所保育料が無料になります。
4. 保育所保育料を算定する際の所得税額には、住宅借入金

　（取得）等特別控除、特定増改築等住宅借入金等特別　
　控除、住宅耐震改修特別控除、住宅耐震改修特別控除、
　配当控除、外国税額控除、電子証明書等特別控除、寄
　附金控除および復興特別所得税は適用しません。
5. 保育料は、原則父母の前年分所得税の合算額で保育料
　階層を決定します。（その父母が所得税非課税の場合
　は、前年度分の市民税で決定します。）ただし、父母
　のいずれもが 1年間の所得金額が 38 万円未満の場合
　で、かつ同居する祖父母など（その祖父母などの所得金
　額が 38 万円以上の場合に限る）がいるときは、最多
　納税者を『家計の主宰者』と認定して保育料算定の対象
　とします。

　子育て中の親子を対象に、子育ての悩
みや不安を自由に話し合ったり、親子遊
びやおもちゃ遊びを通して親子の触れ合
いを深め、子育ての仲間づくりを応援す
る場です。保育士や地域のボランティア
がお手伝いをします。
　どうぞ、お気軽にご参加ください。

やんちゃっ子クラブ（前期）参加者募集

（子育てフリートークサロン）

問 社会福祉課（子育て支援室）
☎ 0558-76-8008

4 月から 問 幼児教育課
☎ 055-948-1447

子育てお母さん集まれ !!
平成 26年度会員募集

問 社会福祉課（子育て支援室）
☎ 0558-76-8008
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